
（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

広浦岸壁（側面を除く全長４２
９．６メートル）

大分県大分市大字関字広浦 岸壁けい留船と交通する者に
限る。

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

広浦岸壁（側面を除く全長４２
９．６メートル）

大分県大分市大字関字広浦 岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。

（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

広浦岸壁（側面を除く全長４２
９．６メートル）

大分県大分市大字関字広浦 岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。
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